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○国立大学法人東京農工大学教員評価機構の運営に関する規程 

（平成２６年７月７日教規程第 35 号） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第２０条の２第２項の規定に基づ

き、国立大学法人東京農工大学教員評価機構（以下「機構」という。）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 機構は、関係部局の協力の下、教員の教育・研究力の厳格かつ適正な評価を行い、教員

が教育・研究力の強みを伸ばし、弱みを克服するための指針を示すことで、全学的な教育・研

究水準の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 機構は、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）教員活動の評価に関すること。 

（２）教員の資格審査及び資格再審査に関すること。 

（３）その他次条に規定する機構長が必要と認める事項に関すること。 

（機構長） 

第４条 機構に機構長を置く。 

２ 機構長は、学長をもって充てる。 

３ 機構長は、機構の業務を掌理する。 

（副機構長） 

第５条 機構に副機構長を置く。 

２ 副機構長は、学術・研究担当副学長をもって充てる。 

３ 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（審議会） 

第６条 機構に審議会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）機構が行う事業に係る全学的な方針及び制度の策定に関すること。 

（２）教員活動の評価に係る評価実施結果の最終承認に関すること。 

（３）前号の評価に係る異議申立て及び再評価に関すること。 

（４）教員活動の評価に係る被表彰者の選考に関すること。 

（５）教員の資格審査及び資格再審査に係る審査実施結果の最終承認に関すること。 

（６）全学的な教育研究水準の向上に向けた取組結果の分析及び活用等に関すること。 

（７）その他審議会が必要と認める事項に関すること。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学長 

（２）教育担当副学長、学術・研究担当副学長、広報・国際担当副学長及び総務・財務担当理事 

（３）学外有識者 ２人 

（４）その他審議会が必要と認める者 

３ 審議会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

４ 委員長は、審議会を招集し、その議長となる。 

５ 第２項第３号及び第４号の委員の任期は、委員長がその都度定める。 
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６ 委員長に事故があるときは、学術・研究担当副学長がその職務を代行する。 

７ 審議会は、委員の３分の２以上の出席をもって開くものとし、審議会の議事は、出席した委

員の３分の２以上の同意をもって決するものとする。 

（運営委員会） 

第７条 機構に運営委員会（以下「委員会」という。）を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）教員活動の評価の実施に係る制度及び規程等に関すること。 

（２）教員の資格審査及び資格再審査に係る全学共通項目の策定・運用並びに各部局との連絡調

整に関すること。 

（３）前条に規定する審議会において審議すべき事項の発議に関すること。 

（４）機構の中期計画及び年度計画の実施に関すること。 

（５）機構の予算、管理及び運営に関すること。 

（６）所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関すること。 

（７）その他委員会が必要と認める事項に関すること。 

２ 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学術・研究担当副学長 

（２）総務・財務担当理事 

（３）工学府長・工学部長 

（４）農学府長・農学部長 

（５）生物システム応用科学府長 

（６）連合農学研究科長 

（７）総務部長 

（８）その他委員会が必要と認める者 

３ 委員会に委員長を置き、学術・研究担当副学長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

５ 第２項第８号の委員の任期は、委員長がその都度定める。 

６ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

７ 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとし、委員会の議事は、出席した委員の３

分２以上の同意をもって決するものとする。 

（事務） 

第８条 機構に関する事務は、総務部総務課計画評価室及び総務部人事労務課が関係部局の協力

を得て処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２６年７月７日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 第６条及び第７条の規定にかかわらず、教員活動評価に関する業務は全学教員活動評価委員

会が廃止されるまでの間、同委員会がこれを担当する。 


